
Title 原子力規制委員会の独立性を検証する : 安倍政権と原発の再稼働
Sub Title Measuring the independence of nuclear regulation authority : nuclear power plant restarts under

the Abe administration
Author 松浦, 淳介(Matsuura, Junsuke)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication year 2020

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.93, No.8 (2020. 8) ,p.63- 83 

JaLC DOI
Abstract
Notes 研究ノート
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-20200828-

0063

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


原子力規制委員会の独立性を検証する

63

一　

本
稿
の
目
的

二　

分
析
枠
組
み

三　

分
析
視
角

四　

分
析
結
果

五　

知
見
と
残
さ
れ
た
課
題

一　

本
稿
の
目
的

　

本
稿
の
目
的
は
、
安
倍
長
期
政
権
下
に
お
い
て
、
原
子
力
規
制
委

員
会
が
執
政
部
や
国
会
と
い
う
政
治
部
門
に
対
し
、
独
立
し
て
原
子

力
規
制
を
担
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
を
実
証
的
に
検
証
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
東
日
本
大
震
災
に

お
い
て
、
当
時
の
国
の
原
子
力
規
制
機
関
が
福
島
第
一
原
発
事
故
と

い
う
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
（
過
酷
事
故
）
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
深
い
反
省
を
踏
ま
え
、
翌
一
二
年
九
月

に
そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
行
政
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
そ
れ
以

前
の
原
子
力
規
制
行
政
は
、
内
閣
府
の
原
子
力
安
全
委
員
会
と
、
経

産
省
の
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
置
か
れ
た
原
子
力
安
全
・
保
安
院
と

が
、
原
子
力
利
用
に
関
し
て
「
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
」
を
行
う
体
制
と

松　
　

浦　
　

淳　
　

介

原
子
力
規
制
委
員
会
の
独
立
性
を
検
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―
―
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―
―

研
究
ノ
ー
ト



法学研究 93 巻 8 号（2020：8）

64

な
っ
て
い
た
が（

（
（

、
原
子
力
利
用
を
推
進
し
て
き
た
経
産
省
が
そ
の
規

制
を
も
担
う
こ
と
に
大
き
な
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
原
子
力

の
安
全
規
制
に
関
す
る
事
務
が
経
産
省
、
文
科
省
、
内
閣
府
な
ど
に

よ
っ
て
分
散
的
に
所
掌
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
問
題
と
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
原
子
力
の
推
進
と
規
制
の
分
離
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、

規
制
に
関
す
る
事
務
を
一
元
的
に
担
う
た
め
に
、
原
子
力
安
全
委
員

会
と
原
子
力
安
全
・
保
安
院
と
が
廃
止
さ
れ
、
環
境
省
の
外
局
に
国

家
行
政
組
織
法
三
条
二
項
に
基
づ
く
、
い
わ
ゆ
る
「
三
条
委
員
会
」

と
し
て
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
新
設
さ
れ
、
そ
の
事
務
局
と
し
て
、

原
子
力
規
制
庁
が
置
か
れ
た
。

　

原
子
力
規
制
委
員
会
は
三
条
委
員
会
と
し
て
、
そ
れ
を
設
置
す
る

環
境
省
の
長
た
る
環
境
大
臣
か
ら
も
指
揮
監
督
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

そ
れ
自
体
と
し
て
行
政
上
の
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
政

機
関
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
設
置
法
に
も
、
委
員
会
を
組
織
す
る
委
員

長
及
び
委
員
が
「
専
門
的
知
見
に
基
づ
き
中
立
公
正
な
立
場
で
独
立

し
て
職
権
を
行
使
す
る
」
と
独
立
性
を
保
障
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ

て
い
る
（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
一
条
）。
そ
の
一
方
で
、
二

〇
一
二
年
一
二
月
の
総
選
挙
の
結
果
、「
脱
原
発
」
を
目
指
し
た
民

主
党
の
野
田
内
閣
が
退
陣
し
、
そ
れ
を
「
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
」
で
見
直
す

と
し
た
安
倍
内
閣
が
再
登
場
し
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
安
倍
長
期
政

権
の
も
と
で
、
原
発
の
再
稼
働
や
老
朽
原
発
の
運
転
延
長
が
順
次
認

め
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
対
し
て
、

そ
の
独
立
性
を
疑
問
視
す
る
見
方
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
先
行
研
究

で
も
、
た
と
え
ば
、
新
藤
（
二
〇
一
七
）
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会

の
独
立
性
や
中
立
性
は
幻
想
に
過
ぎ
な
い
と
断
じ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
安
倍
政
権
下
に
お

い
て
、
ど
れ
だ
け
独
立
性
を
持
っ
て
原
子
力
規
制
を
担
っ
て
い
る
か

を
、
人
事
と
規
制
活
動
に
そ
れ
ぞ
れ
着
目
し
て
、
よ
り
体
系
的
な
検

証
を
行
う
。
前
者
の
人
事
に
関
し
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
委

員
長
及
び
委
員
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
事
務
局
と
し
て
支
え
る
原
子

力
規
制
庁
の
幹
部
職
員
も
対
象
と
し
て
、
原
子
力
を
推
進
す
る
ア
ク

タ
ー
と
の
関
係
を
推
論
す
る
。
ま
た
、
後
者
の
規
制
活
動
に
つ
い
て

は
、
原
発
再
稼
働
の
是
非
を
判
断
す
る
適
合
性
審
査
を
対
象
と
し
て
、

そ
の
結
果
と
過
程
の
両
面
か
ら
、
安
倍
政
権
下
に
お
け
る
再
稼
働
審

査
の
実
態
を
量
的
に
把
握
す
る
。

　

以
下
、
第
二
節
で
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
制
度
的
な
位
置
づ

け
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
の
仮
説
を
導
出
す
る
。
第
三
節
で
は
、

仮
説
を
検
証
す
る
方
法
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
用
い
る
デ
ー

タ
を
示
す
。
第
四
節
で
は
、
分
析
の
結
果
と
し
て
、
原
子
力
規
制
委

員
会
が
人
事
面
に
お
い
て
独
立
を
脅
か
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

一
方
で
、
原
発
の
再
稼
働
審
査
に
お
い
て
は
一
定
の
独
立
性
を
保
持

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
第
五
節
で
は
、
本
稿
の
知
見
を
ま
と
め
た
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う
え
で
、
残
さ
れ
た
課
題
に
も
触
れ
る
。

二　

分
析
枠
組
み

二
・
一　

原
子
力
規
制
委
員
会
と
政
治
部
門

　

原
子
力
規
制
委
員
会
は
二
〇
一
二
年
六
月
に
第
一
八
〇
回
国
会

（
常
会
）
に
お
い
て
成
立
し
た
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
に
基
づ

い
て
設
立
さ
れ
た
。
当
初
、
野
田
内
閣
が
国
会
に
提
出
し
た
法
案
で

は
、
新
た
な
原
子
力
規
制
機
関
は
環
境
省
の
外
局
と
し
て
設
置
す
る

も
の
の
、
三
条
委
員
会
で
は
な
く
、
原
子
力
規
制
庁
長
官
を
長
と
す

る
行
政
庁
（
原
子
力
規
制
庁
）
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
当

時
の
国
会
は
与
党
が
参
議
院
の
過
半
数
を
持
た
な
い
「
分
裂
議
会

（divided D
iet

）」
の
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
法
案
の
成
立
に
は
、

与
党
だ
け
で
な
く
、
参
議
院
の
多
数
を
占
め
る
野
党
の
支
持
も
不
可

欠
で
あ
っ
た（

（
（

。
野
党
・
自
民
、
公
明
両
党
は
、
行
政
庁
よ
り
も
独
立

性
の
高
い
三
条
委
員
会
の
設
置
を
求
め
た
こ
と
か
ら
、
与
党
・
民
主

党
と
の
間
で
法
案
の
修
正
協
議
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
閣
法
は
撤

回
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
代
わ
っ
て
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
案

が
与
野
党
共
同
の
議
員
立
法
（
衆
法
）
と
し
て
提
出
さ
れ
成
立
し
た（

（
（

。

　

設
置
法
は
「
一
の
行
政
組
織
が
原
子
力
利
用
の
推
進
及
び
規
制
の

両
方
の
機
能
を
担
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
問
題
を
解
消
す
る
」
と
い

う
認
識
に
立
ち
（
一
条
）、
原
子
力
規
制
委
員
会
を
三
条
委
員
会
と

し
て
、
環
境
省
の
外
局
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
（
二
条
）、
経
産
省

か
ら
原
子
力
規
制
の
権
限
を
切
り
離
し
た
。
ま
た
、
設
置
法
に
は
原

子
力
規
制
委
員
会
を
組
織
す
る
委
員
長
と
四
名
の
委
員
が
「
独
立
し

て
そ
の
職
権
を
行
う
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
（
五
条
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
そ
の
設
置
法
に
よ
っ
て
高

い
独
立
性
を
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
執
政
部
や
国
会
と
い

う
政
治
部
門
か
ら
の
影
響
が
完
全
に
遮
断
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
の
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
人
事
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
委
員
長
及
び
委
員
は
「
人
格
が
高
潔
で

あ
っ
て
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
関
し
て
専
門
的
知

識
及
び
経
験
並
び
に
高
い
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
」、
首
相

が
両
議
院
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る
（
設
置
法
七
条（

（
（

）。
ま
た
、
首

相
は
「
委
員
長
若
し
く
は
委
員
た
る
に
適
し
な
い
行
為
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
」、
原
子
力
規
制
委
員
会
か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
う
え

で
、
そ
れ
を
両
議
院
の
同
意
を
得
て
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同

九
条
二
項
）。
さ
ら
に
、
委
員
長
及
び
委
員
の
任
期
は
五
年
と
さ
れ

て
い
る
が
（
同
八
条（

（
（

）、
い
ず
れ
も
再
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め

に
（
同
八
条
二
項
）、
委
員
長
及
び
委
員
が
在
任
期
間
の
最
大
化
を

志
向
す
る
と
い
う
仮
定
に
立
つ
な
ら
ば
、
首
相
は
そ
れ
ら
に
自
ら
の

選
好
に
沿
っ
た
行
動
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る（

（
（

。
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た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
人
事
は
首
相
の
専
権
事
項
で
は

な
く
、
任
免
に
あ
た
っ
て
は
、
国
会
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
国
会
同
意
人
事
に
関
し
て
は
、
首
相

の
指
名
、
予
算
の
議
決
、
条
約
締
結
の
承
認
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、

衆
議
院
の
議
決
が
参
議
院
の
そ
れ
に
優
越
せ
ず
、
両
議
院
の
権
限
は

対
等
に
な
っ
て
い
る（

（
（

。
そ
れ
故
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
人
事
に

は
、
首
相
の
み
な
ら
ず
、
両
議
院
の
意
思
を
形
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の

多
数
派
の
選
好
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人
事
以
外
に
も
、
国

会
多
数
派
は
設
置
法
に
代
表
さ
れ
る
関
連
法
の
制
定
・
改
廃
や
予
算

の
議
決
を
通
じ
て
原
子
力
規
制
委
員
会
に
統
制
を
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
他
方
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
国
会
に
対
し
て
、
毎
年
、
首

相
を
経
由
し
て
所
掌
事
務
の
処
理
状
況
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
概
要
を
公
表
す
る
こ
と
が
設
置
法
上
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
二
四
条（

（
（

）。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
法
的
に
高
い
独
立
性

を
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
人
事
や
予
算
な
ど
を
通
じ
て
、
執

政
部
や
国
会
多
数
派
か
ら
政
治
的
な
影
響
を
受
け
得
る
構
造
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
・
二　

本
稿
の
仮
説

　

原
子
力
規
制
委
員
会
が
政
治
部
門
か
ら
の
圧
力
と
無
縁
で
は
な
い

と
す
る
と
、
そ
れ
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
ア
ク
タ
ー
を

特
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
原
子
力
政
策
に
関
す
る
選
好
を
確
認
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
前
者
に
関
し
て
、
二
〇
一
二
年
九
月
に
原
子
力
規
制
委
員

会
が
新
設
さ
れ
て
間
も
な
く
、
政
治
部
門
に
は
以
下
の
二
つ
の
変
化

が
生
じ
た
。
第
一
は
、
同
年
一
二
月
の
政
権
交
代
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
を
発
足
さ
せ
た
民
主
党
の
野
田
内
閣
に

代
わ
っ
て
、
自
民
、
公
明
両
党
を
与
党
と
す
る
安
倍
内
閣
が
再
登
場

し
た
。
し
か
し
、
参
議
院
は
依
然
と
し
て
民
主
党
を
中
心
と
す
る
野

党
が
多
数
派
で
あ
り
、
野
党
も
参
議
院
の
議
事
運
営
を
主
導
す
る
こ

と
で
国
政
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た（

（
（

。
こ
う
し
た
状
況
に
終

止
符
が
打
た
れ
た
の
が
、
二
〇
一
三
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
で
あ
っ

た
。
こ
の
選
挙
に
お
い
て
自
公
両
党
が
勝
利
し
、
分
裂
議
会
を
終
結

さ
せ
た
こ
と
が
第
二
の
政
治
変
動
で
あ
り
、
国
会
は
与
党
が
両
議
院

の
多
数
を
占
め
る
一
致
議
会
（unified D

iet

）
と
な
っ
た
。

　

次
に
、
後
者
の
各
ア
ク
タ
ー
の
原
子
力
政
策
に
つ
い
て
は
、
民
主

党
、
自
民
党
と
も
に
党
内
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
抱
え
て
い
る
が
、

そ
の
違
い
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
策
定
に
お
い
て
明
確
に
示
さ

れ
て
い
る（

（1
（

。
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
は
、
二
〇
〇
二
年
六
月
に
制
定

さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
に
基
づ
い
て
、
日
本
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
の
中
長
期
的
な
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
り（

（1
（

、
そ
の
策
定
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に
お
い
て
は
、
経
産
大
臣
が
経
産
省
の
外
局
で
あ
る
資
源
エ
ネ
ル

ギ
ー
庁
に
置
か
れ
て
い
る
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
の
意
見
を

聴
取
し
て
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
る
と
さ
れ
て
い
る

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
一
二
条
三
項
）。
三
・
一
一
以
前
は
民
主

党
も
、
そ
れ
ま
で
の
自
公
政
権
と
同
様
に
原
発
を
推
進
す
る
立
場
を

と
っ
て
お
り
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
菅
内
閣
が
閣
議
決
定
し
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
基
本
計
画
（
第
二
回
改
定
）
で
は
、
電
源
構
成
に
占
め
る
原

子
力
な
ど
の
ゼ
ロ
・
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
電
源
の
比
率
を
、
二
〇
三
〇
年

ま
で
に
当
時
の
三
四
％
か
ら
約
七
〇
％
ま
で
引
き
上
げ
る
と
し
て
い

た
。
そ
れ
が
、
福
島
第
一
原
発
事
故
が
発
生
す
る
と
、
菅
首
相
は
そ

の
白
紙
見
直
し
を
表
明
し
、
ま
た
、
そ
の
内
閣
の
後
継
た
る
野
田
内

閣
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
に
「
二
〇
三
〇
年
代
に
原
発
稼
働
ゼ
ロ
」

を
目
指
す
と
す
る
革
新
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
戦
略
を
閣
議
決
定
す

る
こ
と
に
踏
み
込
ん
だ（

（1
（

。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
自
民
党
の
原
子
力
政
策
は
三
・
一
一
を
経
験
し

て
も
大
き
な
変
化
を
み
せ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
安
倍
首
相
は
政
権

復
帰
後
に
召
集
さ
れ
た
二
〇
一
三
年
の
常
会
（
第
一
八
三
回
国
会
）

に
お
い
て
、
民
主
党
の
海
江
田
代
表
か
ら
民
主
党
政
権
の
革
新
的
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
戦
略
を
推
進
す
る
つ
も
り
は
あ
る
か
と
問
わ
れ
た

の
に
対
し
て
、「
責
任
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
構
築
す
る
」
た
め

に
、
そ
れ
を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
見
直
す
と
答
弁
し
て
い
る（

（1
（

。
そ
の
言
葉

に
違
わ
ず
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
基

本
計
画
（
第
三
回
改
定
）
に
お
い
て
、
原
発
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給

構
造
の
安
定
性
に
寄
与
す
る
重
要
な
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ（

（1
（

、
民
主
党
政
権
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
「
脱
原

発
」
の
方
針
は
転
換
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

原
子
力
発
電
を
、
季
節
や
天
候
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
定
量
の

電
力
を
安
定
的
に
、
し
か
も
低
コ
ス
ト
で
供
給
す
る
こ
と
の
で
き
る

ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
と
す
る
に
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
を
受
け
て

稼
働
を
停
止
し
て
い
た
原
発
の
再
稼
働
が
不
可
欠
と
な
る
。
民
主
党

政
権
下
に
お
い
て
も
、
二
〇
一
二
年
の
夏
に
関
西
エ
リ
ア
の
電
力
不

足
が
深
刻
化
す
る
と
の
懸
念
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
年
七

月
に
関
西
電
力
大
飯
発
電
所
が
再
稼
働
さ
れ
て
い
る
が（

（1
（

、
自
民
党
は

そ
れ
に
よ
り
積
極
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
自
民
党
は
二

〇
一
二
年
一
二
月
の
総
選
挙
に
際
し
て
発
表
し
た
公
約
に
お
い
て
、

「「
安
全
第
一
」
の
原
則
の
も
と
、
独
立
し
た
規
制
委
員
会
に
よ
る
専

門
的
判
断
を
い
か
な
る
事
情
よ
り
も
優
先
」
す
る
と
し
な
が
ら
も
、

「
原
発
の
再
稼
働
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
順
次
判
断
し
、
全
て
の
原

発
に
つ
い
て
三
年
以
内
の
結
論
を
目
指
」
す
と
宣
言
し
て
い
る（

（1
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
政
権
交
代
と
、
翌
一

三
年
七
月
の
分
裂
議
会
の
終
結
を
経
て
、「
脱
原
発
」
を
打
ち
出
し

た
民
主
党
か
ら
、
原
発
を
維
持
す
る
選
好
を
有
す
る
自
民
党
へ
と
政
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治
権
力
が
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
対
し

て
は
、
原
発
の
再
稼
働
に
向
け
た
政
治
的
な
圧
力
が
か
か
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
実
際
、
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
に
原
子
力
規
制
委
員

会
委
員
長
の
国
会
同
意
に
あ
た
り
、
委
員
長
候
補
と
な
っ
た
更
田
豊

志
の
所
信
表
明
に
対
し
て
、
自
民
党
衆
議
院
議
員
の
牧
原
秀
樹
は
、

原
発
の
再
稼
働
が
思
う
よ
う
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
念
頭
に
、

「
審
査
に
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
だ
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
今
後
ど
の
よ
う
に
改
善
し
て
い
く
お
考
え
で
し
ょ
う
か
」
と
質

し
て
い
る（

（1
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
更
田
は
「
安
全
に
妥
協
は
で
き
な
い
、

し
た
が
っ
て
、
き
っ
ち
り
し
た
議
論
、
判
断
に
至
る
ま
で
の
十
分
な

納
得
の
い
く
議
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
が（

（1
（

、
こ

の
言
葉
ど
お
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
独
立
性
を
保
つ
こ
と
が
で

き
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
実
証
的
か
つ
体
系
的
な
検
証
を
踏
ま
え

て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

三　

分
析
視
角

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
二
〇
一
二
年
一
二
月

の
政
権
交
代
以
降
、
原
発
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
政
治
部
門
か
ら
の

圧
力
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
人
事
と
規
制

活
動
の
両
面
か
ら
検
証
す
る
。

　

人
事
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
二
〇
一
二
年
九
月
の
原
子
力
規
制
委

員
会
の
発
足
以
降
、
こ
れ
ま
で
に
任
命
さ
れ
た
す
べ
て
の
委
員
長
及

び
委
員
を
対
象
と
し
て
（
二
〇
二
〇
年
五
月
時
点
）、
原
子
力
事
業

者
と
の
関
係
か
ら
、
ど
の
程
度
、
安
倍
政
権
が
好
む
人
事
が
実
現
し

て
い
る
の
か
を
推
論
す
る
。
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
は
欠
格
要

件
と
し
て
、
原
子
力
事
業
者
及
び
そ
の
団
体
の
役
員
、
従
業
員
が
委

員
長
ま
た
は
委
員
に
な
る
こ
と
な
ど
を
禁
止
し
て
い
る
が
（
七
条
七

項
）、
安
倍
政
権
と
し
て
は
、
原
子
力
事
業
者
と
近
い
関
係
に
あ
り
、

そ
れ
に
理
解
の
あ
る
者
が
委
員
長
や
委
員
と
な
る
方
が
原
発
の
早
期

再
稼
働
を
期
す
う
え
で
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

原
子
力
規
制
委
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
原
子
力
事
業
者
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
委
員
長
や
委
員
の
就
任
に

際
し
て
公
表
す
る
情
報
を
手
が
か
り
と
す
る
。
原
子
力
規
制
委
員
会

は
そ
の
発
足
時
に
、
当
時
の
民
主
党
政
権
が
委
員
長
及
び
委
員
の

「
任
命
に
際
し
て
情
報
公
開
を
求
め
る
事
項
」
と
し
て
、
①
「
個
人

の
研
究
及
び
所
属
す
る
研
究
室
等
に
対
す
る
原
子
力
事
業
者
等
か
ら

の
寄
付
に
つ
い
て
、
寄
付
者
及
び
寄
付
金
額
（
就
任
前
直
近
三
年

間
）」
と
、
②
「
所
属
す
る
研
究
室
等
を
卒
業
し
た
学
生
が
就
職
し

た
原
子
力
事
業
者
等
の
名
称
及
び
就
職
者
数
（
就
任
前
直
近
三
年

間
）」
を
あ
げ
た
の
を
受
け
て（

（1
（

、
委
員
長
及
び
委
員
の
候
補
者
に
対

し
て
自
己
申
告
に
基
づ
く
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
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と
と
し
た
。
ま
た
、
原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
も
、
参
議
院
環
境

委
員
会
に
お
け
る
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
案
に
対
す
る
附
帯
決

議
（
平
成
二
四
年
六
月
二
〇
日
）
を
受
け
て
、
二
〇
一
二
年
九
月
に

「
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
の
倫
理
等
に
係
る
行
動
規

範
」
を
決
定
し
、
①
「
直
近
三
年
間
の
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
の
寄

附
金
額
」
と
②
「
直
近
三
年
間
の
学
生
の
原
子
力
事
業
者
等
へ
の
就

職
者
数
」
に
加
え
て
、
③
「
自
主
的
な
申
し
出
に
よ
り
情
報
公
開
を

行
う
直
近
三
年
間
の
委
員
の
経
歴
等
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
し
た
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
原
子
力
規
制
委
員
会
と
と
も
に
、
そ
の
事
務
局

と
し
て
新
設
さ
れ
た
原
子
力
規
制
庁
の
幹
部
人
事
も
対
象
と
す
る
。

原
子
力
規
制
委
員
会
を
組
織
す
る
委
員
長
及
び
委
員
は
五
名
に
過
ぎ

な
い
た
め
、
日
常
的
な
行
政
活
動
の
大
半
は
原
子
力
規
制
庁
長
官
を

長
と
す
る
原
子
力
規
制
庁
の
官
僚
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
そ
の
職
員

に
つ
い
て
は
、
独
立
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
五
年
の
猶
予
期

間
は
あ
る
も
の
の
、
幹
部
職
員
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
職
員
に

対
し
て
も
、
経
産
省
や
文
科
省
な
ど
、
原
子
力
利
用
の
推
進
に
関
わ

る
事
務
を
所
掌
す
る
省
庁
へ
の
配
置
転
換
を
認
め
な
い
と
す
る
、
い

わ
ゆ
る
「
ノ
ー
リ
タ
ー
ン
ル
ー
ル
」
が
適
用
さ
れ
る
（
設
置
法
附
則

六
条
二
項（

（2
（

）。
そ
の
背
景
に
は
、
原
子
力
規
制
庁
が
二
〇
一
二
年
九

月
に
設
置
さ
れ
た
新
し
い
行
政
機
関
で
あ
る
た
め
に
、
幹
部
職
員
は

他
の
省
庁
か
ら
の
出
向
に
依
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
課
長
級
以
上
の
幹
部
職
員
の
出
身
省
庁
に
着

目
し
、
原
子
力
規
制
庁
が
原
子
力
の
利
用
を
推
進
す
る
省
庁
か
ら
実

際
に
ど
の
程
度
、
人
的
な
独
立
性
を
保
持
し
て
い
る
の
か
を
通
時
的

に
把
握
す
る
。

　

一
方
、
規
制
活
動
に
関
し
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
二
〇
一

三
年
六
月
に
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
と
し
て
決
定
し
た
新
規
制
基

準
に
基
づ
く
原
発
の
適
合
性
審
査
を
対
象
と
す
る
。
原
子
力
規
制
委

員
会
の
所
管
は
、
原
発
や
核
燃
料
施
設
に
対
す
る
規
制
の
他
に
も
、

原
子
力
防
災
の
取
組
み
、
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
・
核
不
拡
散
の
た
め

の
取
組
み
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、

政
治
部
門
と
の
関
係
を
み
る
う
え
で
は
、
原
発
の
再
稼
働
に
関
わ
る

規
制
に
着
目
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

新
規
制
基
準
は
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
制
定
に
伴
っ
て
改

正
さ
れ
た
原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
き
、
福
島
第
一
原
発
事
故
の
教

訓
を
踏
ま
え
て
策
定
さ
れ
た
原
子
炉
等
の
設
計
を
審
査
す
る
た
め
の

新
た
な
基
準
で
あ
る（

（2
（

。
具
体
的
に
は
、
耐
震
、
耐
津
波
の
基
準
が
強

化
さ
れ
た
う
え
で
、
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
（
重
大
事
故
）
対
策

（
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
対
策
、
格
納
容
器
破
損
防
止
対
策
、
炉

心
損
傷
防
止
対
策
）
や
、
テ
ロ
対
策
（
意
図
的
な
航
空
機
衝
突
へ
の

対
応
）
な
ど
が
新
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
最
新
の
知
見
を
技
術
基
準
に

取
り
入
れ
、
許
可
済
み
の
施
設
に
も
新
た
な
基
準
へ
の
適
合
を
義
務
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づ
け
る
制
度
（
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
）
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

新
規
制
基
準
に
適
合
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
原
発
の
再
稼
働
の
前
提

と
な
っ
た
。
そ
れ
に
基
づ
く
適
合
性
審
査
は
二
〇
一
三
年
七
月
か
ら

申
請
の
受
付
が
始
ま
り
、
①
設
置
（
変
更
）
許
可
、
②
設
計
及
び
工

事
計
画
認
可
、
③
保
安
規
定
認
可
の
た
め
の
審
査
が
同
時
並
行
的
に

行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
適
合
性
審
査
の
状
況
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会

は
透
明
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
会

議
資
料
や
会
議
映
像
を
公
開
す
る
と
と
も
に
、
議
事
録
も
作
成
の
う

え
で
公
表
し
て
い
る（

（2
（

。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
公
開
資
料
を
活
用
し
、

こ
れ
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
適
合
性
審
査
の
結
果
と
そ
の
過
程
を
量
的

に
把
握
す
る
こ
と
を
通
じ
、
原
発
の
再
稼
働
に
向
け
た
政
治
的
な
圧

力
が
原
発
の
再
稼
働
審
査
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の

か
を
推
論
す
る
。
分
析
の
対
象
期
間
は
、
第
一
回
の
審
査
会
合
が
開

催
さ
れ
た
二
〇
一
三
年
七
月
か
ら
二
〇
二
〇
年
三
月
末
（
第
八
五
五

回
の
審
査
会
合
）
ま
で
と
す
る
。

四　

分
析
結
果

四
・
一　

人
事

　

ま
ず
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
人
事
を
み

る
。
表
1
は
原
子
力
規
制
委
員
会
の
発
足
以
降
に
任
命
さ
れ
た
委
員

長
及
び
委
員
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
子
力
事
業
者
と
の
関
係
に
つ
い
て

報
告
し
て
い
る
。
表
中
の
寄
附
と
は
「
直
近
三
年
間
の
個
人
の
研
究

又
は
所
属
す
る
研
究
室
等
に
対
す
る
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
の
寄
附

金
額
」
を
、
学
生
の
就
職
と
は
「
直
近
三
年
間
の
研
究
を
指
導
し
て

い
た
学
生
の
原
子
力
事
業
者
等
へ
の
就
職
者
数
」
を
、
委
員
歴
と
は

「
直
近
三
年
間
の
委
員
の
経
歴
等
」
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
野
田
首
相
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
委
員
長
及
び

委
員
に
関
し
て
は（

（2
（

、
委
員
の
更
田
豊
志
が
原
子
力
事
業
者
か
ら
以
前

に
寄
附
を
受
け
て
い
た
以
外（

（2
（

、
そ
れ
と
の
深
い
関
係
は
認
め
ら
れ
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
安
倍
首
相
に
任
命
さ
れ
た
委
員
の
中
に
は
、

す
べ
て
の
項
目
に
つ
い
て
原
子
力
事
業
者
と
の
関
係
を
有
す
る
委
員

が
二
名
含
ま
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
一
四
年
九
月
に
島
崎

邦
彦
に
代
わ
っ
て
委
員
と
な
っ
た
田
中
知
は
、「
工
学
研
究
の
た
め

の
奨
学
寄
附
金
」
と
し
て
、
日
立
Ｇ
Ｅ
ニ
ュ
ー
ク
リ
ア
エ
ナ
ジ
ー
株

式
会
社
か
ら
二
〇
一
一
年
に
六
〇
万
円
の
寄
附
を
受
け
た（

（2
（

。
ま
た
、

三
年
間
で
東
京
電
力
や
関
西
電
力
、
日
立
製
作
所
な
ど
に
田
中
の
指

導
を
受
け
た
学
生
が
計
一
〇
名
就
職
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
田
中
は

二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
一
般
財
団
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
総

合
工
学
研
究
所
に
お
い
て
理
事
（
非
常
勤
）
を
務
め
る
な
ど
、
原
子

力
事
業
者
に
関
係
す
る
六
つ
の
団
体
の
委
員
と
な
っ
て
お
り
、
株
式
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任命
（首相） 氏名 任期 前職

原子力事業者との関係

寄附 学生の就職 委員歴

2012 年 9 月
（野田）

田中 俊一 委員長（―2017.9） 日本原子力委員会委員長代理 無 無 ―

島崎 邦彦 委員（―2014.9） 地震予知連絡会会長 無 無 ―

更田 豊志 委員（―2015.9） （独）日本原子力研究開発機構原子力基礎工
学研究部門副部門長

有 無 ―

中村 佳代子 委員（―2015.9） （公社）日本アイソトープ協会プロジェクト
チーム主査

無 無 ―

大島 賢三 委員（―2014.9） 国会福島原子力発電所事故調査委員会委員 無 無 ―

2014 年 9 月
（安倍）

田中 知 委員（―現在） 東京大学大学院工学系研究科教授 有 有 有

石渡 明 委員（―現在） 東北大学東北アジア研究センター教授 無 無 無

2015 年 9 月
（安倍）

更田 豊志 委員（―2017.9） 原子力規制委員会委員長代理 無 無 無

伴 信彦 委員（―現在） 東京医療保健大学東が丘看護学部教授 無 無 無

2017 年 9 月
（安倍）

更田 豊志 委員長（―現在） 原子力規制委員会委員長代理 無 無 無

山中 伸介 委員（―現在） 大阪大学大学院工学研究科教授 有 有 有

注 1：2020 年 5 月時点。
注 2：野田首相によって任命された委員長及び委員の「委員歴」については、確認することができていない。
出典：�内閣官房「参議院環境委員会における附帯決議に係る情報」（https://www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/

info/accessory_rev.pdf）、及び原子力規制委員会「原子力規制委員会委員の倫理等に係る行動規範に基
づき公表する情報等」（https://www.nsr.go.jp/data/000068989.pdf）を基に筆者作成。

表 1　原子力規制委員会の構成メンバー

会
社
太
平
洋
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
か
ら
は
二
〇
一
一
年
に
「
工
学
研
究

の
た
め
の
奨
学
寄
附
金
」
と
し
て
五
〇
万
円
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、

二
〇
一
七
年
九
月
に
更
田
豊
志
が
委
員
長
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に

伴
っ
て
委
員
と
な
っ
た
山
中
伸
介
は
、
二
〇
一
六
年
度
に
日
本
原
子

力
研
究
開
発
機
構
か
ら
共
同
研
究
費
な
ど
と
し
て
八
七
三
万
円
を
受

け
る
な
ど
、
三
年
間
で
四
つ
の
原
子
力
事
業
者
な
ど
か
ら
一
五
〇
〇

万
円
近
く
の
寄
附
を
得
て
い
る
。
加
え
て
、
三
年
間
で
関
西
電
力
、

東
京
電
力
、
Ｉ
Ｈ
Ｉ
に
山
中
の
指
導
を
受
け
た
学
生
が
計
七
名
就
職

し
、
山
中
自
身
も
二
〇
一
五
年
か
ら
二
〇
一
六
年
ま
で
関
西
原
子
力

懇
談
会
の
理
事
（
非
常
勤
）
を
務
め
た
。

　

こ
の
よ
う
な
原
子
力
規
制
委
員
会
の
人
事
に
対
し
て
、
各
党
も
国

会
同
意
の
際
に
対
照
的
な
反
応
を
み
せ
て
い
る
。
表
2
は
政
府
か
ら

示
さ
れ
た
人
事
案
に
対
す
る
各
党
の
賛
否
を
与
野
党
に
分
け
て
報
告

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
野
田
首
相
に
任
命
さ
れ
た
委
員
長
及

び
委
員
に
関
し
て
は
、
共
産
、
社
民
の
両
党
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
全
て

の
政
党
が
賛
成
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
安
倍
首
相
の
人
事
に
つ
い

て
は
、
野
党
第
一
党
の
民
主
党
（
後
に
民
進
党
）
も
含
め
て
、
多
く

の
野
党
が
反
対
に
回
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に
あ
げ
た
田
中
知
に
つ

い
て
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
人
事
に
賛
成
し
て
い
る
の
は
与
党
の
み
で

あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
民
主
党
政
権
か
ら
自
公
政
権
に
代
わ
っ
た
こ
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国会回次 氏名
国会 与党 野党

衆議院 参議院 自民 公明 民主（民進） みんな 維新 共産 社民

183

田中 俊一 2013/2/14 2013/2/15 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対

島崎 邦彦 2013/2/14 2013/2/15 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対

更田 豊志 2013/2/14 2013/2/15 賛成 賛成 賛成 反対 賛成 反対 反対

中村 佳代子 2013/2/14 2013/2/15 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対

大島 賢三 2013/2/14 2013/2/15 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対

186
田中 知 2014/6/10 2014/6/11 賛成 賛成 反対 反対 反対 反対 反対

石渡 明 2014/6/10 2014/6/11 賛成 賛成 反対 賛成 賛成・反対 反対 反対

189
更田 豊志 2015/5/21 2015/5/22 賛成 賛成 賛成 ― 賛成 反対 反対

伴 信彦 2015/5/21 2015/5/22 賛成 賛成 反対 ― 賛成 反対 反対

193
更田 豊志 2017/5/26 2017/5/24 賛成 賛成 賛成 ― 賛成 反対 反対

山中 伸介 2017/5/26 2017/5/24 賛成 賛成 反対 ― 賛成 反対 反対

表 2　国会同意人事における与野党の賛否

注 1：�各党の賛否は参議院本会議における採決時の態度に基づく。第 186 回国会（常会）における維新（会
派名は日本維新の会・結いの党）の石渡明に対する態度は、党内で賛否が分かれていることを示して
いる。

注 2：�第 183 回国会（常会）における同意は、その他の国会と異なり、委員長及び委員の任命後に行われて
いる。それ故に、任命時は野田内閣であるが、国会同意時は安倍内閣に代わっている。

出典：�参議院事務局『参議院公報』（各国会）を基に筆者作成。

と
で
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
少
な
く
と
も
人
的
に
は
原
子
力
事
業

者
と
近
い
関
係
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
原
子
力
規
制
庁
の
人
事
を
確
認
す
る
。
図
1
は
原
子
力
規

制
庁
の
課
長
級
以
上
の
幹
部
職
員
を
出
身
省
庁
に
分
け
て
集
計
し
て

い
る（

（2
（

。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
経
産
省
の
圧
倒
的
優
位
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
原
子
力
規
制
庁
の
幹
部
ポ
ス
ト
の
過
半
数
は
、
経
産

省
の
前
身
で
あ
る
通
産
省
の
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
同
じ
く
原
子
力
利
用
の
推
進
を
担
っ
て
い
た
科
技
庁
（
現
・

文
科
省
）
を
量
的
に
圧
倒
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
子
力
規
制
庁
が
組

織
的
に
拡
充
さ
れ
る
の
に
従
っ
て
、
通
産
省
出
身
の
幹
部
も
増
加
し

て
お
り
、
二
〇
一
九
年
に
お
い
て
は
三
三
の
幹
部
ポ
ス
ト
の
う
ち
、

通
産
省
出
身
が
一
八
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る（

（2
（

。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
原
発
の
適
合
性
審
査
を
担
当
す
る
部
署

の
幹
部
ポ
ス
ト
が
通
産
省
出
身
者
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
独
占
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
九
年
に
お
い
て
は
原
子
力
規
制

部
の
一
〇
の
ポ
ス
ト
の
う
ち（

（2
（

、
原
子
力
規
制
部
長
を
は
じ
め
と
す
る

九
の
ポ
ス
ト
に
通
産
省
出
身
者
が
就
い
て
い
る（

（2
（

。
先
に
指
摘
し
た
よ

う
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
も
と
も
と
原
子
力
の
利
用
を
推
進
す

る
経
産
省
が
そ
の
規
制
を
も
担
当
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
を

受
け
て
新
設
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
行
政

活
動
を
実
質
的
に
支
え
る
原
子
力
規
制
庁
は
少
な
く
と
も
人
的
に
は
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経
産
省
に
依
存
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
故
に
、
五
年
の
猶
予

期
間
を
経
て
、
二
〇
一
七
年
か
ら
原
子
力
規
制
庁
の
全
職
員
に
運

用
さ
れ
て
い
る
ノ
ー
リ
タ
ー
ン
ル
ー
ル
の
運
用
が
、
原
子
力
規
制

委
員
会
の
独
立
性
に
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

四
・
二　

適
合
性
審
査

　

こ
こ
か
ら
は
、
新
規
制
基
準
に
基
づ
く
原
発
の
適
合
性
審
査
に

つ
い
て
み
る
。
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
原
発
の
再
稼
働
に
積
極

的
な
安
倍
政
権
の
再
登
場
が
審
査
に
及
ぼ
す
影
響
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
安
倍
政
権
下
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
人
事
に
お
い
て
、

原
子
力
事
業
者
と
近
い
関
係
に
あ
る
委
員
が
増
や
さ
れ
て
い
る
と

す
る
な
ら
ば
、
二
〇
一
四
年
九
月
か
ら
始
ま
る
委
員
の
交
代
（
二

〇
一
四
年
九
月
、
二
〇
一
五
年
九
月
、
二
〇
一
七
年
九
月
）
に

よ
っ
て
、
適
合
性
審
査
に
変
化
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
本
稿
で
は
原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
の
交
代
時
期
を
念
頭

に
置
い
て
、
適
合
性
審
査
の
結
果
と
そ
の
過
程
を
量
的
に
観
察
す

る
。

　

ま
ず
は
結
果
に
関
し
て
、
現
時
点
（
二
〇
二
〇
年
五
月
時
点
）

に
お
け
る
適
合
性
審
査
の
進
捗
状
況
を
確
認
す
る（

（3
（

。
表
3
は
審
査

の
申
請
が
な
さ
れ
た
発
電
炉
ご
と
に
、
審
査
の
進
捗
と
再
稼
働
日

を
報
告
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
二
〇
一
三
年

図 1　原子力規制庁幹部の出身省庁

注：�幹部職員の大半は 2001 年 1 月の中央省庁再編以前に入省しているため、再編以前の省庁ごとに集計して
いる。なお、2017 年以降、経産省の出身者が存在するが、いずれも通産省に含めている。

出典：�『政官要覧』（平成 25 年春号、平成 26 年秋号、平成 27 年秋号、平成 28 年秋号、平成 29 年秋号、平成
30 年秋号、令和元年秋号）を基に筆者作成。
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申請者 対象発電炉 炉型
適合性審査

再稼働日
申請日 設置（変更）

許可日
設計及び工事
計画の認可日

保安規定
認可日

北海道電力（株） 泊発電所

1 号炉 PWR 2013/7/8 審査中 審査中 審査中 未

2 号炉 PWR 2013/7/8 審査中 審査中 審査中 未

3 号炉 PWR 2013/7/8 審査中 審査中 審査中 未

電源開発（株） 大間原子力発電所 建設中 2014/12/16 審査中 審査中 未申請 ―

東北電力（株）
東通原子力発電所 BWR 2014/6/10 審査中 審査中 審査中 未

女川原子力発電所 2 号炉 BWR 2013/12/27 2020/2/26 審査中 審査中 未

東京電力HD（株）柏崎刈羽原子力 
発電所

6 号炉 BWR 2013/9/27 2017/12/27 審査中 審査中 未

7 号炉 BWR 2013/9/27 2017/12/27 審査中 審査中 未

日本原子力 
発電（株）

東海第二発電所 BWR 2014/5/20 2018/9/26 2018/10/18 審査中 未

敦賀発電所 2 号炉 PWR 2015/11/5 審査中 未申請 審査中 未

中部電力（株） 浜岡原子力発電所
3 号炉 BWR 2015/6/16 審査中 未申請 未申請 未

4 号炉 BWR 2014/2/14 審査中 審査中 審査中 未

北陸電力（株） 志賀原子力発電所 2 号炉 BWR 2014/8/12 審査中 審査中 審査中 未

関西電力（株）

美浜発電所 3 号炉 PWR 2015/3/17 2016/10/5 2016/10/26 2020/2/27 未

大飯発電所
3 号炉 PWR 2013/7/8 2017/5/24 2017/8/25 2017/9/1 2018/3/14

4 号炉 PWR 2013/7/8 2017/5/24 2017/8/25 2017/9/1 2018/5/9

高浜発電所

1 号炉 PWR 2015/3/17 2016/4/20 2016/6/10 審査中 未

2 号炉 PWR 2015/3/17 2016/4/20 2016/6/10 審査中 未

3 号炉 PWR 2013/7/8 2015/2/12 2015/8/4 2015/10/9 2016/1/29

4 号炉 PWR 2013/7/8 2015/2/12 2015/10/9 2015/10/9 2016/2/26

中国電力（株） 島根原子力発電所
2 号炉 BWR 2013/12/25 審査中 審査中 審査中 未

3 号炉 建設中 2018/8/10 審査中 未申請 未申請 ―

四国電力（株） 伊方発電所 3 号炉 PWR 2013/7/8 2015/7/15 2016/3/23 2016/4/19 2016/8/12

九州電力（株）

玄海原子力発電所
3 号炉 PWR 2013/7/12 2017/1/18 2017/8/25 2017/9/14 2018/3/23

4 号炉 PWR 2013/7/12 2017/1/18 2017/9/14 2017/9/14 2018/6/16

川内原子力発電所
1 号炉 PWR 2013/7/8 2014/9/10 2015/3/18 2015/5/27 2015/8/11

2 号炉 PWR 2013/7/8 2014/9/10 2015/5/22 2015/5/27 2015/10/15

表 3　適合性審査の進捗状況

注 1：再稼働は 2020 年 2 月 26 日時点、その他は同年 3 月 31 日時点。
注 2：PWR は加圧水型原子炉を、BWR は沸騰水型原子炉をそれぞれ意味する。
出典：�原子力規制委員会「原子力規制委員会新規制基準適合性審査の進捗状況等について（発電用原子炉関

係）」（令和 2 年 4 月 1 日版）、再稼働については原子力安全推進協会「原子力施設新規制基準適合性審
査状況」（http://www.genanshin.jp/facility/map/index.html）に基づいて筆者作成。
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七
月
に
申
請
の
受
付
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
七
年
近
く
を
経
て
も
な
お

再
稼
働
に
至
ら
な
い
原
発
が
大
半
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
こ
れ
ま
で
に
計
二
七
の
発
電
炉
が
審
査
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、

再
稼
働
さ
れ
た
の
は
そ
の
三
分
の
一
に
あ
た
る
九
基
に
過
ぎ
な
い
。

　

特
に
、
北
海
道
電
力
の
泊
発
電
所
一
・
二
・
三
号
炉
に
つ
い
て
は
、

申
請
の
受
付
が
始
ま
っ
た
直
後
か
ら
審
査
が
開
始
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
地
震
、
津
波
、
火
山
に
対
す
る
対
策
な
ど
が
い
ず
れ

も
問
題
と
さ
れ
、
い
ま
だ
に
設
置
変
更
許
可
の
た
め
の
審
査
が
続
い

て
い
る（

（3
（

。
そ
の
他
、
中
国
電
力
の
島
根
原
子
力
発
電
所
二
号
炉
も
二

〇
一
三
年
一
二
月
か
ら
審
査
を
受
け
て
い
る
が
、
泊
発
電
所
と
同
様

の
状
況
に
あ
る
。
先
に
自
民
党
が
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
総
選
挙
に

お
け
る
政
権
公
約
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
原
発
の
再
稼
働
の
可
否
に

つ
い
て
、
三
年
以
内
に
結
論
を
得
る
と
し
て
い
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、

結
果
と
し
て
そ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
原
子

力
規
制
委
員
会
の
委
員
の
交
代
が
始
ま
る
二
〇
一
四
年
九
月
以
降
に

審
査
の
申
請
が
な
さ
れ
た
発
電
炉
に
つ
い
て
は
、
関
西
電
力
の
美
浜

発
電
所
が
二
〇
一
五
年
三
月
の
申
請
か
ら
五
年
近
く
を
経
た
二
〇
二

〇
年
二
月
に
適
合
性
審
査
を
通
過
し
て
い
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
再

稼
働
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
再
稼
働
が
実
現
し
た
原
発
に
関
し
て
も
、
審
査
の

期
間
か
ら
は
そ
れ
が
容
易
で
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
表
4
は
審
査
通

過
の
重
要
な
前
提
と
な
る
設
置
変
更
許
可
を
受
け
た
発
電
炉
を
対
象

と
し
て
、
審
査
に
要
し
た
日
数
を
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
申
請
か
ら
設
置
変
更
許
可
ま
で
の
日
数
は
、
許
可
を
受

け
た
一
六
基
の
平
均
で
一
〇
三
〇
日
（
約
二
年
一
〇
ヶ
月
）
で
あ
り
、

最
短
で
も
高
浜
発
電
所
一
・
二
号
炉
の
四
〇
〇
日
（
約
一
年
一
ヶ

月
）、
最
長
で
は
女
川
原
子
力
発
電
所
の
二
二
五
二
日
（
約
六
年

二
ヶ
月
）
と
な
っ
て
い
る（

（3
（

。
ま
た
、
設
置
変
更
許
可
に
設
計
及
び
工

事
計
画
認
可
と
保
安
規
定
認
可
を
合
わ
せ
た
適
合
性
審
査
全
体
に
か

か
る
日
数
は
、
そ
れ
を
終
え
た
一
〇
基
の
平
均
で
一
一
九
三
日
（
約

三
年
三
ヶ
月
）、
中
央
値
で
は
一
二
六
六
日
（
三
年
半
弱
）
に
及
ん

で
い
る
。
さ
ら
に
、
審
査
の
申
請
か
ら
再
稼
働
ま
で
に
要
す
る
日
数

は
、
実
際
に
再
稼
働
さ
れ
た
九
基
の
平
均
で
一
二
九
〇
日
（
三
年
半

強
）、
中
央
値
で
は
一
一
三
一
日
（
約
三
年
一
ヶ
月
）
と
な
る
。
以

上
を
ま
と
め
る
と
、
再
稼
働
を
目
指
し
て
適
合
性
審
査
に
申
請
さ
れ

た
発
電
炉
の
三
分
の
二
は
再
稼
働
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
が

実
現
し
た
と
し
て
も
、
再
稼
働
に
は
長
い
年
月
を
必
要
と
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
適
合
性
審
査
の
過
程
に
注
目
す
る
。
ま
ず
は
そ
の
開
催
状

況
に
つ
い
て
、
図
2
は
審
査
会
合
の
回
数
と
時
間
を
月
単
位
で
集
計

し
た
も
の
を
報
告
し
て
い
る
。
図
中
の
折
れ
線
は
審
査
回
数
、
縦
棒

は
審
査
時
間
で
あ
り
、
縦
に
引
か
れ
た
線
は
い
ず
れ
も
原
子
力
規
制
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発電炉 設置（変更）許可
日数（A）

設計及び工事
計画認可日数

（B）

保安規定認可
日数（C）

計
（A ＋ B ＋ C） 再稼働日数

女川原子力発電所 2 号炉 2,252 ― ― ― ―

柏崎刈羽原子力発電所
6 号炉 1,552 ― ― ― ―

7 号炉 1,552 ― ― ― ―

東海第二発電所 1,590 22 ― ― ―

美浜発電所 3 号炉 568 21 1,219 1,808 ―

大飯発電所
3 号炉 1,416 93 7 1,516 1,710

4 号炉 1,416 93 7 1,516 1,766

高浜発電所

1 号炉 400 51 ― ― ―

2 号炉 400 51 ― ― ―

3 号炉 584 173 66 823 935

4 号炉 584 239 0 823 963

伊方発電所 3 号炉 737 252 27 1,016 1,131

玄海原子力発電所
3 号炉 1,286 219 20 1,525 1,715

4 号炉 1,286 239 0 1,525 1,800

川内原子力発電所
1 号炉 429 189 70 688 764

2 号炉 429 254 5 688 829

発電炉数 16 13 10 10 9

平均値 1,030 146 142 1,193 1,290

中央値 1,012 173 14 1,266 1,131

表 4　適合性審査の日数

注：�（A）は申請日からの日数、（B）は設置（変更）許可からの日数、（C）は設計及び工事計画認可からの日
数、再稼働日数は申請日からの日数。

出典：筆者作成。

委
員
会
の
委
員
の
交
代
時
期
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
審
査
の
時
間

は
二
〇
一
五
年
半
ば
以
降
、
減
少
し
て
い
る
一
方
で
、

そ
の
回
数
は
近
年
、
増
加
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
二

〇
一
四
年
九
月
と
二
〇
一
五
年
九
月
に
お
け
る
委
員

の
交
代
が
審
査
の
回
数
と
時
間
を
減
少
さ
せ
て
い
る

と
は
い
え
ず
、
二
〇
一
七
年
九
月
の
交
代
に
お
い
て

は
、
そ
の
直
後
に
回
数
、
時
間
と
も
に
極
端
な
減
少

を
み
せ
て
い
る
が
、
二
〇
一
八
年
の
半
ば
に
は
そ
れ

以
前
の
水
準
に
復
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、
審
査
会
合
の
議
事
内
容
を
確
認
す
る
。

二
〇
一
四
年
九
月
の
委
員
の
交
代
に
お
い
て
、
原
子

力
事
業
者
と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
田
中
知

が
委
員
に
就
任
し
た
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
と
お
り

で
あ
る
が
、
そ
の
人
事
に
お
い
て
は
、
地
震
の
専
門

家
で
あ
り
、
主
に
地
震
に
関
連
す
る
審
査
を
担
当
し

て
、
そ
の
申
請
者
に
厳
格
な
耐
震
対
策
を
求
め
た
島

崎
邦
彦
が
委
員
を
退
任
し
た
こ
と
も
問
題
で
あ
る
と

さ
れ
た（

（3
（

。
そ
こ
に
は
、
島
崎
の
退
任
に
よ
っ
て
、
耐

震
に
関
す
る
審
査
が
緩
く
な
り
、
早
期
の
再
稼
働
に

道
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
あ
る
。
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図 2　適合性審査の実施状況

注：現地調査は含めていない。
出典：原子力規制委員会ウェブサイト「原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」（http://www.nsr.
go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/power_plants/index.html）に基づいて筆者作成。

そ
こ
で
、
地
震
ま
た
は
そ
れ
に
関
連
す
る
津
波
が
議
題
に
含
ま
れ
た

審
査
会
合
の
回
数
と
時
間
を
月
単
位
で
集
計
し
た
も
の
が
図
3
で
あ

る
。
そ
こ
で
も
、
図
2
と
同
様
に
委
員
の
交
代
が
あ
っ
た
時
期
に
縦

線
を
引
い
て
い
る
が
、
島
崎
か
ら
田
中
へ
の
交
代
の
時
期
も
含
め
て
、

委
員
の
交
代
が
少
な
く
と
も
量
的
に
は
地
震
に
関
す
る
審
査
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
と
は
い
え
な
い
。

　

以
上
、
原
発
再
稼
働
の
前
提
と
な
る
適
合
性
審
査
の
実
態
を
、
そ

の
結
果
と
過
程
の
両
面
か
ら
観
察
し
た
。
政
権
交
代
と
そ
の
後
の
原

子
力
規
制
委
員
会
委
員
の
交
代
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
規
制
活

動
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
の
分
析
結

果
は
そ
の
予
想
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

五　

知
見
と
残
さ
れ
た
課
題

　

本
稿
で
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
を
受
け
て
、
二
〇
一
二
年
九
月

に
新
た
な
原
子
力
規
制
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
原
子
力
規
制
委
員

会
が
、
原
発
の
再
稼
働
に
積
極
的
な
安
倍
政
権
の
も
と
で
独
立
性
を

保
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
を
実
証
的
に
検
証
し
た
。

　

原
子
力
規
制
委
員
会
は
国
家
行
政
組
織
法
三
条
二
項
に
基
づ
く
三

条
委
員
会
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
設
置
法
に
お
い
て
高
い
独
立
性

を
保
障
さ
れ
て
い
る
一
方
、
そ
れ
を
組
織
す
る
委
員
長
及
び
委
員
は
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図 3　地震・津波に関する適合性審査

注：現地調査は含めていない。
出典：図 2 と同じ。

両
議
院
の
同
意
の
う
え
で
首
相
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
ま
た
そ
の
活

動
を
規
定
す
る
関
連
法
は
国
会
に
よ
っ
て
制
定
・
改
廃
さ
れ
る
な
ど
、

政
治
部
門
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
制
度

的
環
境
に
お
い
て
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
総
選
挙
に
勝
利
し
て
再

登
場
し
た
安
倍
内
閣
は
、
前
の
民
主
党
政
権
下
に
お
い
て
決
定
さ
れ

た
「
脱
原
発
」
の
方
針
を
撤
回
し
、
原
発
を
「
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電

源
」
と
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
福
島
第
一
原
発
事
故
を
受
け
て
稼

働
を
停
止
し
た
原
発
の
再
稼
働
に
も
積
極
的
な
姿
勢
を
み
せ
た
。

　

そ
う
し
た
政
治
状
況
の
変
化
が
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
独
立
性

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
、
本
稿
で
は
、
人
事
と
規

制
活
動
に
着
目
し
て
検
証
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
人
事
に
関
し
て
は
、

原
子
力
規
制
委
員
会
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
事
務
局
と
し
て
実
質
的

に
支
え
る
原
子
力
規
制
庁
も
対
象
と
し
、
両
者
の
人
事
に
自
公
政
権

の
政
策
選
好
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
原
子

力
規
制
委
員
会
に
は
、
原
子
力
事
業
者
と
近
い
関
係
に
あ
る
人
物
が

委
員
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
原
子
力
規
制
庁
に
お
い
て
は
、
幹
部
の

大
半
が
原
子
力
利
用
を
推
進
し
て
き
た
旧
通
産
省
の
出
身
者
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
次
に
、
規
制
活
動
に
関
し
て
は
、
新
規
制
基

準
に
基
づ
く
適
合
性
審
査
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
結
果
と
過
程
に
そ

れ
ぞ
れ
注
目
し
た
。
分
析
の
結
果
は
、
原
発
の
再
稼
働
は
安
倍
政
権

が
望
ん
だ
よ
う
に
は
実
現
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
原
子
力
規
制
委
員
会
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の
委
員
の
交
代
は
、
少
な
く
と
も
量
的
に
は
再
稼
働
審
査
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
安
倍
長
期
政
権
下
で
も
一

定
の
独
立
性
を
保
持
し
得
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
一
方
で

そ
れ
が
な
ぜ
可
能
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
重
要
な
研
究
課
題
を
提
起

す
る
。
そ
れ
が
三
条
委
員
会
と
し
て
の
組
織
上
の
特
性
に
よ
る
の
か
、

あ
る
い
は
専
門
家
集
団
と
し
て
の
専
門
性
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

ま
た
別
の
要
因
に
よ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
分
析
枠
組
み
を

構
築
し
た
う
え
で
体
系
的
に
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

〔
附
記
〕　

本
稿
は
日
本
政
治
学
会
二
〇
一
八
年
度
総
会
・
研
究
大
会
に

お
け
る
報
告
論
文
「
原
子
力
規
制
委
員
会
の
独
立
性
を
検
証
す
る
」

を
、
二
〇
一
八
年
以
降
の
デ
ー
タ
を
追
加
の
う
え
で
大
幅
に
加
筆

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）　

原
子
力
安
全
委
員
会
は
一
九
七
四
年
九
月
に
発
生
し
た
原
子
力

船
む
つ
の
放
射
線
漏
れ
事
故
を
契
機
と
し
て
、
一
九
七
八
年
一
〇

月
に
原
子
力
委
員
会
か
ら
分
離
さ
れ
る
か
た
ち
で
設
置
さ
れ
、
ま

た
原
子
力
安
全
・
保
安
院
は
一
九
九
九
年
九
月
に
発
生
し
た
Ｊ
Ｃ

Ｏ
臨
界
事
故
を
契
機
と
し
て
、
二
〇
〇
一
年
一
月
の
中
央
省
庁
再

編
の
際
に
新
設
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
日
本
の
原
子
力
規
制
体
制
の

再
編
を
整
理
し
た
研
究
と
し
て
、
北
山
（
二
〇
〇
八
）
や
城
山

（
二
〇
一
〇；

二
〇
一
二
）
が
あ
る
。

（
2
）　

参
議
院
が
衆
議
院
の
可
決
し
た
法
案
を
否
決
し
た
場
合
、
衆
議

院
の
再
可
決
に
よ
っ
て
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が

（
憲
法
五
九
条
二
項
）、
民
主
党
政
権
下
で
は
衆
議
院
の
与
党
勢
力

が
再
可
決
に
必
要
な
三
分
の
二
以
上
の
多
数
を
占
め
て
い
な
か
っ

た
た
め
に
、
閣
法
の
成
立
に
は
両
議
院
で
の
可
決
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
。
な
お
、
分
裂
議
会
の
発
生
が
閣
法
の
立
法
過
程
に
ど
の

よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
の
か
に
関
し
て
は
、
川
人
（
二
〇
〇

八；

二
〇
一
四；

二
〇
一
五
）、
松
浦
（
二
〇
一
七
ａ
）
を
参
照
。

（
3
）　

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
案
の
成
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い

て
は
、
松
浦
（
二
〇
一
七
ｂ
）
を
参
照
。
ま
た
、
法
律
の
概
要
に

つ
い
て
は
、
梶
山
（
二
〇
一
二
）、
金
子
（
二
〇
一
二
）、
友
岡

（
二
〇
一
四
）
な
ど
が
詳
し
い
。

（
4
）　

委
員
長
に
関
し
て
は
、
天
皇
が
そ
の
任
免
を
認
証
す
る
（
設
置

法
七
条
二
項
）。

（
5
）　

た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
発
足
に
あ
た
っ
て
任
命
さ
れ

る
委
員
の
任
期
は
、
四
名
の
う
ち
二
名
は
二
年
、
そ
の
他
の
二
名

は
三
年
と
さ
れ
た
（
設
置
法
附
則
二
条
）。

（
6
）　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
自
民
党
政
権
と
司
法
部
と
の
間
に
本
人
・

代
理
人
関
係
を
想
定
し
て
、
日
本
の
司
法
の
独
立
性
を
実
証
的
に

検
証
し
た
研
究
と
し
て
、Ram

seyer and Rosenbluth

（1995

）、

Ram
seyer and Rasm

usen

（2003

）
が
あ
る
。
ま
た
、
後
者
に
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対
す
る
批
判
的
研
究
と
し
て
、Fukum

oto and M
asuyam

a

（2015

）
が
あ
る
。

（
7
）　

国
会
同
意
人
事
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員

以
外
に
も
、
日
本
銀
行
総
裁
や
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
な
ど
、

約
四
〇
機
関
の
二
五
〇
名
以
上
が
対
象
に
な
る
（『
朝
日
新
聞
』
二

〇
一
三
年
五
月
二
二
日
付
朝
刊
）。

（
8
）　

原
子
力
規
制
委
員
会
は
毎
年
、「
年
次
報
告
」
を
作
成
し
て
国

会
に
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
概
念
を

用
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
と
政
治
部
門
と
の
関
係
を
整
理
し

た
研
究
と
し
て
、
深
澤
（
二
〇
一
八
）
が
あ
る
。

（
9
）　

た
だ
し
、
こ
の
と
き
は
与
党
が
衆
議
院
の
三
分
の
二
以
上
の
議

席
を
占
め
て
お
り
、
衆
議
院
で
法
案
を
再
可
決
し
て
成
立
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。

（
10
）　

民
主
党
は
社
民
党
、
国
民
新
党
と
、
自
民
党
は
公
明
党
と
そ
れ

ぞ
れ
連
立
を
組
ん
で
政
権
を
発
足
さ
せ
て
い
る
が
（
社
民
党
は
二

〇
一
〇
年
五
月
に
政
権
離
脱
）、
こ
こ
で
は
、
民
主
党
と
自
民
党
の

政
策
を
そ
れ
ぞ
れ
の
連
立
政
権
の
政
策
と
み
な
す
。

（
11
）　

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
は
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
に
最
初
の
計
画

が
策
定
さ
れ
、
概
ね
三
年
ご
と
に
改
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
12
）　

た
だ
し
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
文
書
は
「
今
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

環
境
政
策
に
つ
い
て
は
、「
革
新
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
戦
略
」
を

踏
ま
え
て
、
関
係
自
治
体
や
国
際
社
会
等
と
責
任
あ
る
議
論
を
行

い
、
国
民
の
理
解
を
得
つ
つ
、
柔
軟
性
を
持
っ
て
不
断
の
検
証
と

見
直
し
を
行
い
な
が
ら
遂
行
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
革
新

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
戦
略
」
自
体
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
関
し
て
批
判
が
生
じ
た
。
と
は
い
え
、
民
主
党
政
権
が

「
脱
原
発
」
の
方
針
を
正
式
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
と
し

て
、
曽
根
（
二
〇
一
四
）
や
柳
瀬
（
二
〇
一
五
）
は
討
論
型
世
論

調
査
（D

eliberative Polling

）
を
中
心
と
す
る
「
国
民
的
議
論
」

が
政
策
決
定
過
程
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
民
意
が

直
接
政
策
に
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
重
視
す

る
。

（
13
）　

衆
議
院
事
務
局
編
「
第
一
八
三
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
第
二

号
」、
五
頁
。

（
14
）　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
』（
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
庁
、
二
〇
一
四
年
）、
二
一
頁
。

（
15
）　

こ
の
と
き
に
再
稼
働
さ
れ
た
三
号
炉
及
び
四
号
炉
は
、
翌
二
〇

一
三
年
九
月
に
定
期
検
査
に
入
り
、
再
び
稼
働
が
停
止
さ
れ
た
。

（
16
）　

自
民
党
「
重
点
政
策
二
〇
一
二
」、
二
三
頁
。

（
17
）　

衆
議
院
事
務
局
編
「
第
一
九
三
回
国
会
衆
議
院
議
院
運
営
委
員

会
議
録
第
二
四
号
」、
六
頁
。

（
18
）　

同
右
。

（
19
）　

民
主
党
政
権
は
そ
の
他
に
も
「
法
律
上
の
欠
格
要
件
に
加
え
て

欠
格
要
件
と
す
る
事
項
」
と
し
て
、
①
「
就
任
前
直
近
三
年
間
に
、

原
子
力
事
業
者
等
及
び
そ
の
団
体
の
役
員
、
従
業
者
等
で
あ
っ
た

者
」
と
、
②
「
就
任
前
直
近
三
年
間
に
、
同
一
の
原
子
力
事
業
者
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等
か
ら
、
個
人
と
し
て
、
一
定
額
以
上
の
報
酬
等
を
受
領
し
て
い

た
者
」
を
あ
げ
て
い
る
（
内
閣
官
房
原
子
力
安
全
規
制
組
織
等
改

革
準
備
室
「
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
の
要
件
」
二

〇
一
二
年
七
月
三
日
付
）。

（
20
）　

ノ
ー
リ
タ
ー
ン
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
政
府
案
で
は
そ
の
適
用

範
囲
が
特
定
の
幹
部
職
員
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
野
党
で
あ
っ

た
自
公
両
党
の
反
対
に
よ
っ
て
、
五
年
の
猶
予
期
間
を
設
け
て
全

職
員
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
21
）　

新
規
制
基
準
の
制
定
過
程
や
そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

原
子
力
規
制
委
員
会
（
二
〇
一
四
：
三
三
―
三
八
）、
大
嶋
（
二
〇

一
四
）、
新
藤
（
二
〇
一
七
）
な
ど
を
参
照
。

（
22
）　

詳
し
く
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
新
規
制 

基
準
適
合
性
に
係
る
審
査
会
合
」（https://w

w
w

.nsr.go.jp/
disclosure/com

m
ittee/yuushikisya/tekigousei.htm

l

）
を
参

照
。
二
〇
二
〇
年
五
月
九
日
最
終
閲
覧
。
た
だ
し
、
テ
ロ
対
策
に

関
わ
る
審
査
な
ど
は
非
公
開
と
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）　

こ
の
と
き
、
委
員
の
人
選
を
め
ぐ
っ
て
、
与
党
内
で
混
乱
が
生

じ
た
た
め
、
野
田
首
相
は
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
発
令
中
の
例
外

規
定
（
設
置
法
附
則
二
条
三
項
）
に
基
づ
い
て
、
国
会
同
意
を
得

る
こ
と
な
く
委
員
長
及
び
委
員
を
任
命
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会

を
発
足
さ
せ
た
。

（
24
）　

内
閣
官
房
「
参
議
院
環
境
委
員
会
に
お
け
る
附
帯
決
議
に 

係
る
情
報
」（https://w

w
w

.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/

accessory_rev.pdf

）
に
よ
る
。
二
〇
二
〇
年
五
月
九
日
最
終
閲

覧
。

（
25
）　

原
子
力
規
制
委
員
会
「
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
の
倫
理
等
に

係
る
行
動
規
範
に
基
づ
き
公
表
す
る
情
報
等
」（http://w

w
w

.nsr.
go.jp/data/000068989.pdf

）
に
よ
る
。
二
〇
二
〇
年
五
月
九
日

最
終
閲
覧
。
以
下
、
同
様
。

（
26
）　

こ
こ
に
は
長
官
や
次
長
、
二
〇
一
七
年
四
月
に
新
設
さ
れ
た
原

子
力
規
制
技
監
な
ど
の
最
高
幹
部
も
含
め
て
い
る
。

（
27
）　
『
政
官
要
覧
』（
令
和
元
年
秋
号
）
に
よ
る
。
以
下
、
同
様
。

（
28
）　

具
体
的
に
は
、
原
子
力
規
制
部
長
（
一
名
）、
原
子
力
規
制
企

画
課
長
（
一
名
）、
審
査
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
安
全
規
制
管
理
官

（
四
名
）、
検
査
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
検
査
監
督
総
括
課
長
（
一
名
）

及
び
安
全
規
制
管
理
官
（
三
名
）
を
指
す
。

（
29
）　

な
お
、
残
る
一
つ
の
ポ
ス
ト
（
核
燃
料
施
設
審
査
担
当
の
安
全

規
制
管
理
官
）
に
は
文
科
省
の
出
身
者
が
就
い
て
い
る
。

（
30
）　

原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
適
合
性
審
査
は
、

原
子
力
発
電
所
（
実
用
原
子
炉
）
に
対
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

核
燃
料
施
設
な
ど
に
対
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
前
者
に

限
定
し
て
議
論
を
進
め
る
。

（
31
）　

泊
発
電
所
に
対
す
る
適
合
性
審
査
が
長
期
化
し
て
い
る
背
景
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
八
年
五
月
二
〇
日

付
朝
刊
を
参
照
。

（
32
）　

当
初
、
設
置
変
更
許
可
を
得
る
発
電
炉
は
Ｐ
Ｗ
Ｒ
（
加
圧
水
型
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原
子
炉
）
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
に
柏
崎
刈

羽
原
子
力
発
電
所
六
・
七
号
炉
が
許
可
を
得
て
か
ら
は
、
東
海
第

二
発
電
所
、
女
川
原
子
力
発
電
所
二
号
炉
と
、
福
島
第
一
原
発
と

同
じ
Ｂ
Ｗ
Ｒ
（
沸
騰
水
型
原
子
炉
）
に
つ
い
て
も
設
置
変
更
許
可

が
下
り
て
い
る
。

（
33
）　

た
と
え
ば
、
新
藤
（
二
〇
一
七
：
第
Ⅱ
章
）
な
ど
。

引
用
文
献

大
嶋
健
志
（
二
〇
一
四
）「
新
規
制
基
準
適
合
性
審
査
と
避
難
計
画
策

定
を
め
ぐ
る
経
緯
と
課
題
」『
立
法
と
調
査
』
三
五
七
号
、
八
七

―
九
三
頁
。

梶
山
知
唯
（
二
〇
一
二
）「
原
子
力
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